
議案第 10号  

 

 

   西脇市生活排水処理施設条例及び西脇市下水道事業の設  

   置等に関する条例の一部を改正する条例の制定について  

 

 

 西脇市生活排水処理施設条例及び西脇市下水道事業の設置等に関す

る条例の一部を改正する条例を次のように定める。  

 

 

  令和４年２月 25日  

 

 

                 西脇市長  片  山  象  三    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   （理  由）  

 水尾地区農業集落排水処理施設及び日野北地区農業集落排水処理施

設を廃止し、公共下水道に統合するため。  
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